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江
戸
時
代
の
正
寿
寺
（
２
）

　
戦
禍
・
震
災
を
免
れ
た
梵
鐘

史
料
館
長　

大　

国　

正　

美

は
じ
め
に

正
寿
寺
の
梵
鐘
は
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
三
月
十
五
日
の
銘
が
あ

る
江
戸
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
鋳
造
し
た
の
は
当
時
大
坂
を
代
表
す
る
鋳

物
師
の
大
谷
正
次
で
あ
っ
た
。
こ
の
梵
鐘
は
戦
時
中
の
金
属
供
出
、
戦
災
、

震
災
を
く
ぐ
り
抜
け
て
守
り
抜
か
れ
た
貴
重
な
地
域
遺
産
で
も
あ
る
。

正
寿
寺
に
残
さ
れ
た
記
録
に
よ
れ
ば
、
歴
史
考
古
学
研
究
会
理
事
の
鈴

木
武
氏
が
昭
和
五
十
六
年
二
月
八
日
に
調
査
を
し
た
。
し
か
し
公
表
さ
れ

た
形
跡
が
見
当
た
ら
な
い
う
え
、
判
読
に
一
部
脱
落
が
あ
る
。
ま
た
『
本

庄
村
史
』
で
は
梵
鐘
の
存
在
を
紹
介
し
て
い
る
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
改
め
て
こ
の
梵
鐘
の
再
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
で
大
谷
正
次

の
子
孫
を
探
し
、
系
図
や
当
時
の
鋳
造
所
の
絵
図
の
写
し
な
ど
の
提
供
も

受
け
た
。
本
稿
で
は
、
梵
鐘
の
銘
や
こ
の
梵
鐘
の
作
者
、
作
ら
れ
た
場
の

絵
図
も
紹
介
し
た
い
。
大
谷
家
の
居
宅
平
面
図
や
隠
居
所
は
初
公
開
と
思

わ
れ
、
今
後
の
鋳
物
師
研
究
に
も
有
益
と
考
え
る
。

梵
鐘
の
銘

梵
鐘
は
縦
帯
で
四
区
に
区
分
さ
れ
、
次
の
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
（
一

区
～
四
区
の
改
行
を
／
で
示
し
追
い
込
ん
だ
）。

（
一
区
）
経
曰

其
佛
本
願
力
／
聞
名
欲
徃
生
／
皆
悉
到
彼
國
／
自
致
不
退
転

（
縦
帯
）
南
無
阿
彌
陀
佛

（
二
区
）
銘
曰

佛
所
遊
履
／
國
邑
丘
聚
／
靡
不
蒙
化
／
天
下
和
順
／
日
月
清
明

風
雨
以
時
／
災
厲
不
起
／
國
豊
民
安
／
兵
戈
無
用

（
縦
帯
）
崇
徳
興
仁
／
務
修
礼
讓

（
三
区
）
願
主　

当
邑　

中
綱
氏
弥
三
右
衛
門

智
正
／
妙
真	

釋
勝
圓
／
釋
信
教
／
釋
可
善

法
名	

釋
教
信
／
釋
妙
信
／
釋
妙
光

（
縦
帯
）
皈（
帰
）命
盡
十
方
无（
無
碍
）㝵
光
如
来

（
四
区
）
摂
刕
兎
原
郡
／
本
庄
深
江
邑

長（
永
）井
山
正
壽
寺
／
當
住
持
／
理
傳

治
工
大
坂
住
／
大
谷
相
模
掾
藤
原
正
次

（
縦
帯
）
宝
暦
四
甲
戌
歳
三
月
十
五
日

一
区
と
二
区
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
、
浄
土
真
宗
が
根
本
聖
典
の
一
つ

と
し
た
「
仏
説
無
量
寿
経
」
の
一
節
で
あ
る
。
葬
儀
や
仏
事
は
す
べ
て
仏

恩
に
対
し
て
報
謝
の
生
活
を
送
る
こ
と
を
勤
め
る
内
容
で
、
一
区
は
「
阿

弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
い
て
往
生
を
願

え
ば
、
誰
し
も
極
楽
に
往
く
こ
と
が
で
き
、
お
の
ず
と
不
退
転
の
位
と
な

る
」
と
い
う
意
味
。
第
二
区
は
「
仏
が
巡
り
歩
ん
だ
国
や
村
は
そ
の
教
え

に
導
か
れ
な
い
所
は
な
い
。
天
下
は
平
和
で
、
太
陽
も
月
も
明
る
く
輝
き
、

風
も
雨
も
適
切
で
、
災
害
や
疫
病
な
ど
は
起
こ
ら
ず
、
国
は
豊
か
で
民
は

平
穏
に
暮
ら
し
、
兵
も
武
器
も
必
要
が
な
い
」。
続
く
縦
帯
に
は
そ
れ
に
続

く
経
文
で
「
人
々
は
徳
を
尊
び
、
思
い
や
り
の
心
を
持
ち
、
努
め
て
礼
儀

を
重
ん
じ
、
互
い
に
譲
り
合
う
」
と
あ
る
。

第
三
区
は
、
深
江
村
の
中
綱
弥
三
右
衛
門
が
願
主
と
な
り
八
人
の
門
徒
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が
協
力
し
た
と
あ
る
（
図

１
）。
ほ
か
の
文
字
が
す
べ
て

陽
鋳
な
の
に
対
し
「
智
正　

妙
真
」
の
文
字
だ
け
は
陰
刻

で
鋳
造
が
終
わ
っ
た
後
に
刻

み
込
ま
れ
た
こ
と
が
分
か
る

（
図
２
）。

三
区
と
四
区
の
間
の
縦
帯

の
「
帰
命
盡
十
方
無
碍
光
如

来
」
は
「
十
字
の
名
号
」
と

も
言
わ
れ
、「
十
方
を
照
ら
し

妨
げ
の
な
い
光
の
仏
に
お
任

せ
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
一

区
と
二
区
の
間
の
縦
帯
に
あ

る
南
無
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
意

味
に
な
る
。

第
四
区
は
鋳
造
当
時
の
住

持
が
理
伝
、
ま
た
治
工
は
大

坂
住
の
大
谷
相
模
掾
藤
原
正

次
で
あ
る
こ
と
が
刻
ま
れ
、
縦
帯
に
は
宝
暦
四
年
三
月
十
五
日
に
鋳
造
さ

れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

大
坂
の
鋳
物
師
・
大
谷
正
次

鋳
物
師
大
谷
家
に
つ
い
て
は
、
坪
井
良
平
氏
の
『
大
阪
の
鋳
物
師
大
谷

家
の
累
代
』（
私
家
本
、
一
九
七
四
年
）、
お
よ
び
天
岸
正
男
氏
の
「
大
阪

の
鋳
物
師
と
真
継
家
」（『
歴
史
考
古
学
』
一
四
号
、
一
九
八
四
年
）
の
先

行
研
究
が
あ
る
。
両
者
に
よ
れ
ば
、
大
谷
家
は
家
国
系
と
正
次
系
の
二
流

が
あ
り
、
正
次
系
初
代
は
大
谷
善
右
衛
門
正
次
と
名
乗
り
、
文
禄
四
年

（
一
五
九
四
）
に
死
去
し
た
。
五
代
徳
兵
衛
正
次
が
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）

に
相
模
掾
の
宣
旨
を
受
け
た
。

天
岸
氏
は
同
論
文
で
、
現
存
・
佚
亡
を
含
め
た
梵
鐘
・
半
鐘
・
燈
籠
な
ど

の
銘
文
か
ら
判
明
す
る
鋳
物
師
を
住
所
別
に
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
大

谷
正
次
系
の
一
〇
代
ま
で
の
遺
例
は
不
明
と
し
て
、
十
一
代
兼
太
郎
正
次
・

十
四
代
吉
兵
衛
正
次
・
十
五
代
忠
兵
衛
尉
吉
久
・
十
六
代
勘
兵
衛
正
次
（
号

孝
寿
堂
）・
十
七
代
吉
右
衛
門
正
次
・
十
八
代
惣
兵
衛
正
次
（
号
・
晴
英
）・

十
九
代
和
助
正
次
・
二
十
代
左
衛
門
正
次
・
二
十
一
代
善
兵
衛
正
次
（
号
・

銅
翁
）
の
作
品
が
確
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

正
寿
寺
の
鐘
を
鋳
造
し
た
正
次
は
、
十
七
代
目
に
当
た
り
、
作
品
が
最

も
多
い
人
物
で
あ
る
。

大
谷
正
次
系
の
系
図

大
谷
正
次
の
子
孫
は
現
在
も
大
阪
で
鋳
造
所
を
経
営
し
て
お
り
、
三
十

代
大
谷
秀
一
氏
（
昭
和
八
年
生
ま
れ
）
か
ら
「
大
谷
家
系
図
」
を
拝
見
す

る
機
会
を
得
た
。
坪
井
氏
の
見
た
過
去
帳
と
十
四
代
十
五
代
が
若
干
食
い

違
う
。

こ
の
系
図
は
昭
和
前
期
、
先
々
代
の
二
十
八
代
隆
義
氏
が
天
王
寺
で
市

を
開
い
て
い
た
と
き
、
近
く
で
足
袋
屋
を
営
ん
で
い
た
稲
村
重
兵
衛
か
ら

写
し
を
譲
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
稲
村
重
兵
衛
の
番
頭
が
市
に
掲
げ
ら

れ
た
大
谷
相
模
掾
の
看
板
を
見
て
、
系
図
提
供
を
申
し
出
た
と
伝
え
る
。

そ
の
系
図
に
よ
る
と
、
十
七
代
吉
右
衛
門
正
次
は
、
宝
暦
二
年
（
一
七 

五
二
）
二
月
二
十
七
日
相
続
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
十
月
二
十
五
日

六
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
あ
る
の
で
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
生

図１　正寿寺梵鐘　寄進者銘図２　梵鐘の陰刻銘
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ま
れ
と
な
る
。
主
な
作
品
と
し
て
、
天
王
寺
の
清
水
寺
梵
鐘
、
生
玉
前
寺

町
の
隆
専
寺
梵
鐘
、
上
本
町
天
性
寺
梵
鐘
、
中
寺
町
の
本
経
寺
梵
鐘
、
淀

川
本
庄
の
教
恩
寺
梵
鐘
、
有
馬
の
温
泉
寺
梵
鐘
、
大
和
吉
野
山
の
竹
林
寺

梵
鐘
、
淡
路
塩
田
村
の
普
門
寺
梵
鐘
、
大
和
大
峰
山
の
東
行
場
不
動
明
王
・

蔵
王
権
現
、
大
峰
山
稲
村
ケ
嶽
の
大
日
如
来
、
南
河
内
伊
賀
村
の
長
泉
寺

梵
鐘
を
列
挙
し
て
い
る
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
六
月
二
十
四
日
に
十
八

代
惣
兵
衛
晴
英
が
相
続
し
て
い
る
の
で
、
十
七
代
相
模
掾
と
し
て
の
活
動

は
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
間
と
な
る
。

描
か
れ
た
鋳
造
所
と
そ
の
位
置

大
谷
秀
一
氏
は
三
点
の
絵
図
を
所
有
さ
れ
て
い
る
。
二
十
六
代
目
の
治

三
郎
正
峯
（
明
治
三
十
一
年
相
続
、
大
正
十
年
歿
）
か
、
二
十
七
代
目
の

秀
次
郎
（
明
治
三
十
五
年
相
続
、
昭
和
八
年
歿
）
ご
ろ
に
、
明
治
維
新
で

高
津
地
区
か
ら
移
転
す
る
前
の
様
子
を
聞
き
伝
え
に
よ
っ
て
描
い
た
も
の

と
い
う
。

図
３
は
「
元
和
丁
巳　

摂
津
国
東
成
郡
西
高
津
新
道　

大
谷
相
模
掾
藤

原
正
次　

治
工
処
」
と
表
題
が
書
き
込
ま
れ
、
こ
の
図
は
全
日
本
建
築
士

会
発
行
の
雑
誌
『
住
と
建
築
』
四
五
七
号
（
一
九
九
八
年
）
で
紹
介
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。

図
３
に
よ
れ
ば
、
東
西
通
り
の
地
蔵
筋
が
正
面
で
「
大
谷
」
の
暖
簾
を

掲
げ
て
い
る
。
中
央
の
左
側
で
「
た
た
ら
ふ
み
」
が
行
わ
れ
て
「
唐
胴
を

わ
か
す
」「
穴
に
形
を
納
め
」
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
奥
の
細
工
所
で
は
部

分
で
鋳
造
し
た
部
品
を
組
み
立
て
た
り
、
仕
上
げ
を
し
て
い
る
。
南
北
通

り
の
仲
仕
町
に
面
し
て
横
門
が
あ
り
、
そ
の
近
く
で
は
出
来
上
が
っ
た
梵

鐘
の
「
目
方
を
は
か
る
」
作
業
を
し
て
い
る
。「
元
和
丁
巳
」
は
相
模
掾
の

宣
旨
を
受
け
た
と
さ
れ
る
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
で
あ
り
、
そ
の
年
の

治
工
所
を
想
像
し
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
原
図
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
は
不
明
だ
が
、
近
世
の
鋳
造
の
工
程
が
判
明
す
る
。

図
４
は
「
宝
暦
時
代
」
と
書
か
れ
た
大
谷
治
工
場
の
位
置
を
示
し
た
絵

図
で
、
正
寿
寺
の
梵
鐘
を
作
成
し
た
時
期
の
状
況
を
推
測
し
た
絵
図
で
あ

図３　大谷相模掾藤原正次治工処
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る
。
高
津
宮
の
通
り
を
挟
ん
で
「
大
谷
隠
居
」
と
あ
り
、
宝
暦
二
年

（
一
七
五
二
）
に
家
督
を
譲
り
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
亡
く
な
っ
た

十
六
代
勘
兵
衛
正
次
の
居
宅
だ
ろ
う
か
。
離
れ
、
蔵
が
二
つ
、
井
戸
と
庭

が
あ
っ
た
。
地
蔵
坂
通
り
を
挟
ん
で
北
側
に
本
宅
が
あ
り
「
大
谷
・
は
な

れ
・
大
谷
治
工
場
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
通
り
を
挟
ん
で
西
に
は
土

屋
相
模
守
邸
が
あ
る
。
常
陸
国
（
現
茨
城
県
）
土
浦
藩
主
土
屋
政
直
が
貞

享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
大
坂
城
代
と
な
り
、
こ
の
地
に
蔵
屋
敷
を
与
え

ら
れ
た
。
現
在
は
大
阪
中
央
小
学
校
の
敷
地
に
「
土
屋
相
模
守
蔵
屋
敷
跡
」

の
石
碑
が
あ
る
。
こ
の
位
置
を
「
天
保
新
改　

大
阪
全
図
」
で
高
津
神
社

と
土
屋
相
模
守
邸
を
も
と
に
確
認
す
る
と
、
図
５
の
×
印
の
位
置
に
当
た

る
。
現
在
も
地
蔵
筋
の
名
称
は
残
っ
て
い
て
、
位
置
が
判
明
す
る
。

大
谷
家
の
邸
宅
平
面
図

図
６
は
年
代
が
な
い
が
、
大
谷
家
の
立
地
を
示
し
た
絵
図
と
、
邸
内
の

平
面
図
を
組
み
合
わ
せ
て
一
枚
の
絵
図
と
し
て
い
る
。
邸
宅
の
位
置
関
係

は
図
４
と
一
致
、
ま
た
土
屋
相
模
守
邸
の
位
置
も
一
致
し
て
い
る
。
図
４
の

「
大
谷
隠
居
」
が
図
６
で
は
「
大
谷
別
宅
」
と
変
化
し
、
近
隣
の
居
住
者
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
大
谷
家
は
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
あ
と
、
天
王
寺
に

移
転
し
て
お
り
、
図
６
は
近
世
の
様
子
を
回
顧
し
て
描
い
た
絵
図
だ
ろ
う
。

屋
敷
の
平
面
図
に
よ
れ
ば
、
南
側
か
ら
店
、
奥
に
三
室
あ
り
一
室
に

は
仏
壇
。
左
手
に
は
板
の
間
の
飯
室
が
あ
り
、
店
と
家
族
の
居
住
空
間

で
あ
る
。

東
の
通
り
に
面
し
て
大
谷
東
ノ
入
口
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
入
る
と
別
に

玄
関
が
あ
る
。
表
ノ
間
・
中
ノ
座
敷
・
奥
座
敷
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
奥

座
敷
に
は
「
二
階
ハ
西
向
、
兵
庫
・
六
甲
山
見
晴
シ
ノ
大
座
敷
也
」
と
書

き
込
ま
れ
て
い
て
、
二
階
に
は
六
甲
山
を
望
む
大
座
敷
が
あ
っ
た
。
上
得

意
の
客
を
も
て
な
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
谷
東
ノ
入
口
の
北
に
は
、
大
谷
鋳
物
工
場
に
出
入
り
す
る
大
谷
ノ
門

図４　宝暦年間の大谷治工場
図５　大阪全図
（天保年間）
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が
あ
る
。
タ
タ
ラ
と
大
穴
・
天
平

（
秤
）
は
図
３
の
図
と
同
じ
位
置
に

あ
る
。
鋳
物
工
場
の
中
に
は
フ
イ

ゴ
と
ロ
ク
ロ
場
、
鋳
物
仕
上
場
は

別
の
建
物
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

明
治
維
新
の
廃
仏
毀
釈
で
、
寺

院
は
厳
し
い
弾
圧
を
受
け
た
。
正

寿
寺
の
梵
鐘
は
、
そ
の
難
を
逃
れ

て
守
ら
れ
、
戦
時
中
は
金
属
供
出

の
危
機
に
遭
遇
し
た
。
現
在
の
棘

信
勝
住
職
が
祖
父
の
円
准
（
昭
和

八
年
住
職
補
任
、
昭
和
四
十
八
年

遷
化
）
か
ら
直
接
聞
い
た
話
に
よ

れ
ば
、
金
属
供
出
を
求
め
ら
れ

「
運
べ
な
い
の
で
取
り
に
来
る
な
ら

提
供
す
る
」
と
答
え
た
が
、
結
局

取
り
に
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、

と
い
う
。「
供
出
す
る
と
材
質
を
調
べ
る
た
め
に
穴
を
あ
け
ら
れ
る
が
、
そ

れ
も
な
か
っ
た
の
で
助
か
っ
た
」
と
も
話
し
て
い
た
と
い
う
。

供
出
は
免
れ
た
も
の
の
、
空
襲
で
寺
は
全
焼
、
鐘
楼
も
焼
け
落
ち
た
。

本
尊
、
過
去
帳
、
蓮
如
上
人
筆
と
伝
え
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
名

号
の
軸
を
持
ち
出
す
の
が
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
再
建
し
た
も
の
の
平
成

七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
も
鐘
楼
は
全
壊
し
た
。
度
重
な
る
災
難
に

も
梵
鐘
は
生
き
残
っ
た
。
ま
さ
に
奇
跡
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
、
こ
の
梵
鐘
は
、
十
七
代
大
谷
正
次
が
、
家
督
を
継
い

で
二
年
目
、
二
十
代
後
半
の
最
も
精
力
あ
ふ
れ
る
時
期
に
製
作
し
た
梵
鐘

と
判
明
し
た
。
製
造
し
た
場
の
景
観
も
判
明
し
、
多
く
の
人
の
願
い
が
込

め
ら
れ
た
梵
鐘
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

な
お
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
正
寿
寺
の
棘
信
勝
住
職
、
大
谷
相
模
掾
鋳
造

所
の
大
谷
秀
一
監
査
役
に
ご
教
示
を
得
た
。
末
筆
な
が
ら
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
る
。

図６　大谷家平面図


